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論壇
１
�
事
業
承
継
税
制
の
画
期
的
見
直
し

事
業
承
継
税
制
は
、
平
成
２５

年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
事
業

承
継
の
拡
充
を
支
援
す
る
措
置

と
し
て
、
税
制
の
画
期
的
見
直

し
が
な
さ
れ
、
適
用
要
件
の
多

様
な
緩
和
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
税
制
は
、
平
成
２１
年
度

改
正
の
施
行
で
、
相
続
は
、
平

成
２０
年
１０
月
よ
り
遡
及
適
用
さ

れ
、
贈
与
は
平
成
２１
年
４
月
よ

り
納
税
猶
予
が
適
用
さ
れ
て
い

る
が
、
新
税
制
適
用
者
の
数
は

か
な
り
低
調
で
あ
っ
た
。
そ
の

事
由
は
手
続
き
の
複
雑
さ
と
要

件
の
厳
し
さ
に
よ
る
の
で
あ

り
、
中
小
企
業
庁
は
平
成
２５
年

度
改
正
に
際
し
「
雇
用
要
件
の

見
直
し
な
ど
６
項
目
の
改
正
要

望
」
を
主
税
当
局
へ
提
示
し
て

い
た
。
数
多
い
改
正
要
望
の
た

め
、
そ
の
動
向
が
心
配
さ
れ
た

が
、
政
権
が
交
代
し
た
後
の
税

制
改
正
大
綱
に
お
い
て
は
、
消

費
税
率
の
引
上
げ
年
度
対
応
の

所
得
・
資
産
課
税
等
へ
の
最
高

税
率
・
基
礎
控
除
等
の
見
直
し

が
提
示
さ
れ
、
平
成
２５
〜
２８
年

適
用
事
項
ま
で
盛
り
込
ま
れ

た
。
具
体
的
に
は
、
平
成
２７
年

１
月
か
ら
適
用
さ
れ
る
新
事
業

承
継
税
制
の
適
用
要
件
の
「
雇

用
確
保
要
件
」
に
お
い
て
現
行

は
相
続
・
贈
与
後
の
５
年
間
、

常
時
使
用
従
業
員
数
を
毎
年
８

割
以
上
維
持
し
て
い
る
必
要
が

あ
る
が
「
５
年
間
の
平
均
で
８

割
以
上
の
維
持
」
に
緩
和
す

る
。
そ
の
他
、「
事
前
確
認
の
廃

止
、
親
族
外
承
継
の
対
象
化
、

利
子
税
の
負
担
軽
減
、
株
券
無

発
行
会
社
・
提
出
書
類
な
ど
の

手
続
き
簡
素
化
、
納
税
猶
予
打

切
り
の
延
納
・
物
納
の
選
択
、

債
務
控
除
方
式
変
更
（
相
続

税
）
、
役
員
退
任
要
件
・
無
給
役

員
要
件
の
緩
和
（
贈
与
税
）
」

な
ど
多
角
的
な
要
件
緩
和
が
入

り
、
よ
り
多
く
の
中
小
企
業
が

活
用
で
き
る
よ
う
な
改
正
事
項

が
抜
本
的
な
見
直
し
と
し
て
盛

り
込
ま
れ
た
。

こ
れ
ら
改
正
事
項
の
必
要
性

は
、
相
続
・
贈
与
税
制
の
歴
史

的
経
過
に
対
し
、
同
族
事
業
者

承
継
の
特
例
的
緩
和
措
置
の
導

入
の
た
め
、
自
ら
厳
格
要
件
を

定
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
事

業
承
継
税
制
創
設
の
た
め
」
の

経
緯
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在

ま
で
改
正
前
事
業
承
継
税
制
の

選
択
者
数
は
極
め
て
低
調
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

２
�
抜
本
的
・
具
体
的
改
正
事
項

事
業
承
継
税
制
は
、
中
小
企

業
の
後
継
者
が
、
現
経
営
者
か

ら
会
社
の
株
式
を
承
継
す
る
際

の
相
続

税
８０
％
分
・
贈

与

税

１
０
０
％
分
の
軽
減
制
度
で
あ

る
。
抜
本
的
・
具
体
的
な
見
直

し
項
目
の
う
ち
、
税
理
士
が
関

与
す
る
同
族
会
社
に
関
連
し
た

改
正
事
項
で
は
、
毎
年
の
景
気

変
動
に
配
慮
し
た
【
要
件
の
緩

和
】
と
し
て
「
雇
用
８
割
維
持

要
件
の
緩
和
」「
親
族
外
承
継
の

対
象
化
に
よ
る
適
任
者
の
選
任

を
認
容
す
る
」「
贈
与
時
の
役
員

退
任
要
件
が
代
表
者
退
任
要
件

と
さ
れ
有
給
役
員
と
し
て
の
先

代
経
営
者
の
知
見
の
活
用
が
で

き
」
、【
負
担
の
軽
減
】
で
は
「
納

税
猶
予
打
ち
切
り
の
猶
予
税
額

と
利
子
税
の
納
付
と
い
う
リ
ス

ク
の
緩
和
と
し
て
承
継
５
年
超

で
５
年
間
の
利
子
税
の
免
除
」

「
債
務
控
除
方
式
の
変
更
に
よ

り
、
債
務
の
相
続
が
あ
っ
て
も

株
式
の
納
税
猶
予
を
フ
ル
活
用

で
き
る
」
、
ま
た
『
手
続
き
の
緩

和
』
に
お
い
て
は
「
制
度
利
用

の
前
に
経
産
大
臣
の
事
前
確
認

を
受
け
る
手
続
き
の
廃
止
」「
株

券
不
発
行
の
適
用
拡
大
に
よ
り

未
発
行
で
あ
っ
て
も
制
度
活
用

が
可
能
」「
猶
予
税
額
の
延
納
・

物
納
の
適
用
」
な
ど
多
角
的
な

制
度
活
用
の
緩
和
措
置
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
に

お
い
て
は
『
適
正
化
措
置
等
』

と
し
て
「
資
産
管
理
会
社
の
要

件
の
見
直
し
」「
総
収
入
金
額
の

計
算
方
法
の
特
定
」「
資
産
管
理

会
社
の
上
場
株
式
等
の
除
外
」

そ
の
他
「
み
な
し
配
当
に
係
る

特
例
措
置
の
拡
充
」
な
ど
事
業

承
継
税
制
創
設
以
降
の
要
望
事

項
や
課
題
な
ど
を
網
羅
し
た
改

革
的
な
税
制
に
変
革
し
た
も
の

と
い
え
る
。

３
�
経
過
措
置
に
よ
る
適
用
関
係
の
調
整

新
事
業
承
継
税
制
は
想
定
を

超
え
た
画
期
的
な
中
小
企
業
育

成
と
歴
代
承
継
を
前
提
に
お
い

た
全
面
的
改
正
で
あ
る
が
法
改

正
年
度
か
ら
適
用
時
期
ま
で
２

年
の
時
間
的
余
白
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
既
に

改
正
前
の
事
業
承
継
税
制
を
利

用
・
適
用
し
て
い
る
受
贈
者
・

相
続
人
後
継
者
が
存
在
し
、
ま

た
法
改
正
後
に
事
業
承
継
の
贈

与
・
相
続
で
承
継
税
制
を
適
用

す
る
受
贈
者
・
相
続
人
後
継
者

が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
関
係

者
が
改
正
前
税
制
の
み
適
用
さ

れ
る
場
合
は
、
時
系
列
的
不
均

衡
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
た
め
新
税
制
に
お
い
て

「
経

過

措

置
（
改

正

附

則

８６
）
」
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

『
経
過
措
置
を
選
択
で
き
る
』

と
規
定
さ
れ
た
項
目
が
あ
り

「
既
に
事
業
承
継
税
制
を
利
用

し
て
い
る
場
合
に
も
選
択
適
用

が
可
能
で
あ
る
新
税
制
の
項

目
」
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
先
代

経
営
者
の
役
員
退
任
要
件
緩
和

（
省
令
で
規
定
）
」「
雇
用
確
保

要
件
の
緩
和
（
詳
細
は
附
則
政

令
）
」「
利
子

税

の

負

担

軽

減

（
措
法
７０
の
７
（
２９
）
、
７０
の
７

の
２
（
２９
）
）
」「
納
税
猶
予
税
の

再
計
算
の
特
例
の
創
設
（
一
部

免
除
）（
措
法
７０
の
７
（
２２
）
〜

（
２６
）
、
７０
の
７
の
２
（
２２
）
〜

（
２６
）
）
」「
納
税
猶
予
税
額
の
計

算
方
法
見
直
し
に
よ
る
債
務
は

非
上
場
株
式
以
外
の
財
産
か
ら

控
除
（
７０
の
７
の
２
②
五
）
」「
納

税
猶
予
税
額
に
対
す
る
延
納
・

物
納
の

適

用
（
措

法
７０
の
７

⑭
、
７０
の
７
の
２
⑭
）
」
が

あ

る
。

４
�
事
業
承
継
を
容
易
に
す
る
要
件
の
緩
和

新
事
業
承
継
税
制
に
よ
る

『
雇
用
８
割
維
持
要
件
の
緩

和
』
は
、
今
回
の
改
正
事
項
に

お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る

項
目
で
あ
り
、
改
正
前
の
「
雇

用
の
８
割
以
上
を
〈
５
年
間
〉

毎
年
維
持
」
と
さ
れ
て
い
た
要

件
が
「
雇
用
の
８
割
以
上
を
〈
５

年
間
平
均
〉
で
評
価
す
る
」
こ

と
に
改
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
要
件
は
中
小
企
業
と
い
え
ど

も
経
済
社
会
の
担
い
手
と
し

て
、
雇
用
に
貢
献
す
る
機
能
を

重
視
し
た
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と

は
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
対
応
す
る
後
継
者
の
感
覚

に
お
い
て
は
、
常
時
懸
念
が
内

在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
ま

た
、
実
際
に
８
割
ラ
イ
ン
を
下

回
る
危
惧
の
た
め
余
剰
的
人
事

に
よ
る
過
剰
雇
用
を
実
施
す
る

事
例
も
あ
る
と
い
え
る
。
新
事

業
承
継
税
制
に
お
い
て
は
「
雇

用
８
割
維
持
要
件
に
５
年
間
平

均
」
と
さ
れ
多
角
的
な
対
応
が

可
能
と
な
り
、
今
回
の
改
正
事

項
の
項
目
で
最
も
適
確
な
取
扱

い
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か

し
、
経
過
措
置
に
適
用
す
る
場

合
の
疑
問
点
と
し
て
「
平
成
２５

年
に
適
用
を
受
け
た
後
継
者

が
、
平
成
２７
年
か
ら
改
正
法
を

選
択
し
た
場
合
、
改
正
後
の
残

り
の
年
数
を
平
均
し
て
８
割
維

持
で
よ
い
の
か
」
と
い
う
経
過

的
な
疑
問
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
法
令
上
は
改
正
新
法

の
「
選
択
適
用
申
請
書
提
出

日
」
以
降
の
『
残
期
間
の
年
数

の
平
均
の
割
合
』
で
判
定
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
適

用
要
件
へ
の
対
応
が
容
易
に
な

り
、
適
用
申
請
に
関
す
る
懸
念

事
項
の
解
消
に
つ
な
が
る
こ
と

に
な
る
。

（
注
）
参
考
図
解＝

通
常
の
８

割
基
準
の
判
定
方
法
（
日
本
商

工
会
議
所
）

同
じ
く
新
事
業
承
継
税
制
に

よ
る
「
役
員
退
任
要
件
・
無
給

役
員
要
件
の
緩
和
」
は
、
改
正

前
制
度
適
用
上
の
内
部
的
制
約

事
項
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
生

前
贈
与
に
お
い
て
先
代
経
営
者

と
後
継
者
の
協
調
と
い
う
利
点

を
活
か
し
た
事
業
経
営
が
実
現

し
、
極
め
て
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な

承
継
が
実
現
す
る
と
い
え
る
。

５
�
事
業
承
継
税
制
の
普
及
の
お
願
い

平
成
２６
年
度
税
制
改
正
は

「
デ
フ
レ
脱
却
・
日
本
経
済
再
生

に
向
け
た
税
制
措
置
」
と
い
う

画
期
的
改
正
が
数
年
度
に
亘
っ

て
適
用
さ
れ
る
ス
タ
ー
ト
年
で

あ
る
。
既
に
先
行
し
て
制
定
さ

れ
た
事
業
承
継
税
制
も
来
年
か

ら
全
面
的
適
用
年
を
迎
え
る
。

事
業
承
継
税
制
の
有
効
な
活
用

が
最
も
適
し
た
事
業
年
度
が
到

来
す
る
こ
の
時
期
に
お
い
て
中

堅
・
中
小
企
業
の
更
な
る
成
長

は
大
き
な
期
待
が
掛
け
ら
れ
る
。

毎
年
の
税
制
改
正
に
合
わ
せ

た
業
務
を
展
開
す
る
税
理
士
業

務
に
お
い
て
も
、
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
と
と
も
に
新
時
代
を
創
る
と

い
う
理
念
に
お
い
て
「
非
上
場

株
式
と
に
係
る
納
税
猶
予
制
度

の
普
及
と
促
進
」
に
向
け
た
協

調
を
始
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
い
え
る
。

非
上
場
株
式
に
係
る
納
税
猶
予
制
度
の
普
及
に
つ
い
て

〈
事
業
承
継
税
制
の
画
期
的
見
直
し
に
対
応
す
る
業
務
の
展
開
〉

平川忠雄
【上 野】
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